
○
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第

号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年

月

日

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

丹
野
美
絵
子

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
八
年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
条
例
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

（
条
例
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
）

き
る
場
合
）

第
二
条

法
第
十
九
条
第
八
号
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、

第
二
条

法
第
十
九
条
第
八
号
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
（
以
下
「
条
例
事
務
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
（
以
下
「
条
例
事
務
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
事
務
（
以
下
こ
の
項
に

一

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
事
務
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
単
に
「
事
務
」
と
い
う
。
）
の
趣
旨
又
は
目
的
が
、
法
別
表
第
二
の
第

お
い
て
単
に
「
事
務
」
と
い
う
。
）
の
趣
旨
又
は
目
的
が
、
法
別
表
第
二
の
第

二
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
務
（
以
下
「
法
定
事
務
」
と
い
う

二
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
事
務
（
以
下
「
法
定
事
務
」
と
い
う

。
）
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
趣
旨
又
は
目
的
と
同
一
で
あ
る
こ
と
。

。
）
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
趣
旨
又
は
目
的
と
同
一
で
あ
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
十
九
条
第
八
号
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
個
人
番
号
利
用

３

法
第
十
九
条
第
八
号
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
個
人
番
号
利
用

事
務
実
施
者
は
、
当
該
法
定
事
務
又
は
そ
れ
以
外
の
法
定
事
務
の
う
ち
そ
の
事
務

事
務
実
施
者
は
、
法
定
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
個
人
情
報
を
提
供

の
内
容
が
当
該
条
例
事
務
の
内
容
と
類
似
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の

す
る
情
報
提
供
者
と
同
一
又
は
当
該
情
報
提
供
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

資料３－２



い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
法
定
事
務
等
」
と
い
う
。
）
を

（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
個
人
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
事
務
の

処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
個
人
情
報
を
提
供
す
る
情
報
提
供
者
と
同
一
又
は

全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

当
該
情
報
提
供
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
特

者
を
含
む
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
個
人
情
報
の

定
個
人
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
と

範
囲
が
条
例
に
よ
り
限
定
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関

さ
れ
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
）
と
す
る
。
た
だ

（
以
下
「
限
定
機
関
」
と
い
う
。
）
が
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

し
、
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
個
人
情
報
の
範
囲
が
条
例
に
よ
り
限
定
さ
れ

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
り

て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
「
限
定
機
関
」
と
い
う

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
個
人
情
報
の
範
囲
の
限
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成

。
）
が
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

二
十
八
年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定

き
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
、

個
人
情
報
の
範
囲
の
限
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
個
人
情
報
保
護
委
員

条
例
に
よ
り
提
供
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
の
範
囲
に
あ
っ
て
は
、

会
規
則
第
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
個
人

限
定
機
関
を
除
く
。

情
報
保
護
委
員
会
に
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
、
条
例
に
よ
り
提
供
し
な
い
こ
と

と
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
の
範
囲
に
あ
っ
て
は
、
限
定
機
関
を
除
く
。

一

そ
の
事
務
に
お
い
て
貸
与
又
は
支
給
の
対
象
と
な
る
費
用
が
、
条
例
事
務
に

［
号
を
加
え
る
。
］

お
い
て
貸
与
又
は
支
給
の
対
象
と
な
る
費
用
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
。

二

そ
の
事
務
に
お
い
て
貸
与
し
、
又
は
支
給
す
る
物
品
が
、
条
例
事
務
に
お
い

［
号
を
加
え
る
。
］

て
貸
与
し
、
又
は
支
給
す
る
物
品
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
。

三

そ
の
事
務
に
お
い
て
提
供
す
る
役
務
が
、
条
例
事
務
に
お
い
て
提
供
す
る
役

［
号
を
加
え
る
。
］

務
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
。



４

法
第
十
九
条
第
八
号
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
定
個
人
情
報

４

法
第
十
九
条
第
八
号
の
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
定
個
人
情
報

は
、
法
定
事
務
等
に
お
い
て
情
報
提
供
者
に
提
供
を
求
め
る
特
定
個
人
情
報
の
範

は
、
法
定
事
務
に
お
い
て
情
報
提
供
者
に
提
供
を
求
め
る
特
定
個
人
情
報
の
範
囲

囲
と
同
一
又
は
そ
の
一
部
で
あ
る
特
定
個
人
情
報
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

と
同
一
又
は
そ
の
一
部
で
あ
る
特
定
個
人
情
報
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る

る
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。

特
定
個
人
情
報
を
除
く
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。


